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建築基準法第 86条第１項、同条第２項及び第 86条の２第１項の規定に基づく認定基準実施細目新旧対照表 

改    正    後 改    正    前 

建築基準法第 86条第１項、同条第２項及び第 86条の２第１項の規定に基づく認定

基準実施細目    

制定  11都市建調第 182号 

 平成 11年８月 30日 

改正  29都市建企第 41号 

 平成 29年４月 17日 

改正  ２都市建企第 964号 

 令和２年 12月 1日 

改正   ２都市建企第 1242号 

 令和３年 1月 18日 

 

 

第１ 総則 （現行のとおり） 

   

第２ 認定区域などの表示 （現行のとおり） 

 

第３ 認定申請時に提出する書面 （現行のとおり） 

 

第４ その他 （現行のとおり） 

 

（様式１）（現行のとおり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建築基準法第 86条第１項、同条第２項及び第 86条の２第１項の規定に基づく認定

基準実施細目    

制定  11都市建調第 182号 

 平成 11年８月 30日 

改正  29都市建企第 41号 

 平成 29年４月 17日 

改正  ２都市建企第 964号 

 令和２年 12月 1日 

 

 

 

 

第１ 総則 （略） 

   

第２ 認定区域などの表示 （略） 

 

第３ 認定申請時に提出する書面 (略) 

 

第４ その他 (略) 

 

（様式１）（現行のとおり） 
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（様式２） 

 

（様式２） 
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（様式３） 

 

（様式３） 
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（様式４）（現行のとおり） 

 

（様式５） 

 

（様式４）（現行のとおり） 

 

（様式５） 
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附則（平成 11年８月 30日付 11都市建調第 182号） 

1 この細目は、平成 19年４月１日から施行する。 

 

附則（平成 29年４月 17日 29都市建企第 41号） 

1 この細目は、平成 29年８月１日から施行する。 

2 この細目の施行前になされた認定、申請の処分又は手続きは、この細目によ

ってなされた処分又は手続きとみなす。 

 

附則 

1 この細目は、平成 29年８月１日から施行する。 

2 この細目の施行前になされた認定、申請の処分又は手続きは、この細目によ

ってなされた処分又は手続きとみなす。 

 

附則（令和２年 12月 1日付２都市建企第 964号） 

1 この細目は、令和２年 12月１日から施行する。 

2 この細目の施行前になされた認定、申請の処分又は手続きは、この細目によ

ってなされた処分又は手続きとみなす。 

 

附則（令和 3年 1月 18日付２都市建企第 1242号） 

1 この細目は、令和３年 1月 18日から施行する。 

2 この細目の施行前になされた認定、申請の処分又は手続きは、この細目によ

ってなされた処分又は手続きとみなす。 

 

附則（平成 11年８月 30日付 11都市建調第 182号） 

1 この細目は、平成 19年４月１日から施行する。 

 

附則（平成 29年４月 17日 29都市建企第 41号） 

1 この細目は、平成 29年８月１日から施行する。 

2 この細目の施行前になされた認定、申請の処分又は手続きは、この細目によ

ってなされた処分又は手続きとみなす。 

 

附則 

1 この細目は、平成 29年８月１日から施行する。 

2 この細目の施行前になされた認定、申請の処分又は手続きは、この細目によ

ってなされた処分又は手続きとみなす。 

 

附則（令和２年 12月 1日付２都市建企第 964号） 

1 この細目は、令和２年 12月１日から施行する。 

2 この細目の施行前になされた認定、申請の処分又は手続きは、この細目によ

ってなされた処分又は手続きとみなす。 

 

（新設） 


